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序章 はじめに

この報告書 は令和２年度に設置され た「青 梅市市民ホールに関する 懇

談会（以下「懇談会」と いう。）」の検討結果を取 りまとめたものです。

実際の議論は新型コロナ ウイルスの影響を受けな がら、約 1 年半にわ た

り、ワーク ショップなどを交え、様々な方法 にて計７回開催してきま し

た。

懇談会は審議会等の諮 問機関ではなく、東 青梅１丁目地内諸事業用 地

等の利活用における主要 な施設の一つである市民 ホール（以 下「市民 ホ

ール 」と いう 。）に 関す る事 項の 検討 に当 たり 、市民 、利 用者 、 有識 者

等の意見を幅広く取り入 れることを目的として検 討を進めてきました。

検討を進めるにあたり 、建設予定地となる 東青梅 1 丁目地内諸事業 用

地内でのホールの位置付 け、青梅市中心市街 地活性化基本計画におけ る

位置付け、先に供用が開始されてい る青梅市文化交流センタ ー（ネッ ツ

たまぐーセンター）等を含め、単にホール機 能としての検討にとどま ら

ず、まちの賑わい創出につ ながる「新たな 文化施設」として青梅市の ま

ち づ く り に お け る ホ ー ル の 検 討 と 幅 広 い 範 囲 で の 議 論 を 行 っ て き ま し

た。懇談会設置前の 様々な経緯や問題を含ん だ状態で始まった懇談会 で

は多様な立場による様々 な考えがあり、必ず しも一つの結論として絞 れ

ない課題も多く、本 報告書提出後の基本計画 や実施にあたる検討に委 ね

る部分も多々あります。市民選出の委員を含 めた懇談会委員の共通す る

想いとしては、この施設が青梅市に とって真に必要なものと なり、青 梅

市の活性化、「 100 年 後も愛されるシン ボル」となり、「すべての市民 が

利用し、憩い の場」となってほしい との希望があります。また、文化 が

芸術文化のみにとらわれ ず、すべての市民に 日常として親しんでもら え

る施設であってほしいと の想いもありました。

この議論の中で、「青梅市の文化 」についても改めて議論を 行い、「 新

たな文化施設」が前段で述べたとお りの想いを叶えるために も、青梅 市

の 文 化 振 興 に つ い て 指 針 等 の 必 要 性 に つ い て も 付 帯 提 案 と し て 述 べ さ

せていただきます。

懇談会による議論、本報告書が青 梅市の文化振興のみに限 らず、市 の

活性化に寄与することと 、今後の基本計画、実施計画と、実現に向け た

早期検討を市民とともに 歩んでいただきたいこと を説に願います。

青梅市市民 ホールに関する懇談会

会長 伊藤 裕夫

会長挨拶
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Ⅰ 懇談会の目的、位置付け等

1 青梅市市民ホールに関する懇談会の目的と位置付け（設置要綱より）

（1）目 的

東青梅 １丁目 地内諸事業 用地等の 利活用に おける主 要な施設 の

一つ である市民 ホールに関する事項の検 討に当たり、市民、利

用者、有識者等の 意見を幅広く取り入れる ことを目的とする。

(2)所 掌事務

青 梅 市 市 民 ホ ー ル に 関 す る 懇 談 会 は 以 下 の 事 項 を 所 掌 す る も

のとし ている。

・市民ホールの機 能や形態に関すること。

・その他市民ホー ルに関すること。

2 懇談会の構成

懇談会 は文化芸術に造形が深い 有識者として 4 名、文化芸術に 関

する学識経験者、ホール等の施設に関する 実務者、公共施設マネ ジ

メントに関する学識 経験者、ホール等の 建築に対する学識経験者 と

なり。実際にホ ールを中心的に活用する 青梅市文化団体連盟から の

選出者、青梅市文 化交流センター生涯学習 コーディネーター、青 梅

商 工 会 議 所 か ら 選 出 者 、 お よ び 市 民 代 表 の 6 名 、 計 13 名 で 構 成 さ

れています。

なお、ホールを利用 する方、利用さ れない方、様々な方からの 御

意見を頂戴するため に、市民代表の 6 名 に関しては青梅市では初 の

試みである、年 代別に住民基本台帳から 無作為抽出で委員の就任 応

募を行いました。

Ⅱ 懇談会の課題

懇談会に おける背景等を含む課題 を以下のとおりとします 。

なお 、本 報告 書で は、「 市民 ホー ル」 とい う名称 はス テー ジ 等を 有

した「ホー ル型文化施設」と狭く 捉えがちであるため、統一して「 新

たな文化施設」という 名称を用います。

１ 東 青 梅 １丁 目 地 内 諸 事 業 用 地 に建 設 予 定 の「新 たな文 化 施 設 」のあり

方と内容

「新たな文化施設」につ いては「東青 梅１丁目地内諸事業用地 等

利活用 構想」のほか 、青 梅市の各種計画において 、下図の通り 位

置付け られている。この位置付 けを前提としています。
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２ 青 梅市の第 ７次総合長期計画基本構想 （案 ）の基本理念 ・まちづくりの

基本方向との合致

現在策 定が 進めら れてい る第 ７次 青梅市 総合長 期計 画の案 に掲 げ

られ てい る、 ３つ の 基本 理念 、「 豊 かな 自然 と都 市機 能が 調 和し た

持続可能なまち」、「多様性を認 め合い、みんなが健やかに暮らせ る

まち」、「歴史と文化を 継承し、人も産 業も育むまち」が懇談会に お

いて議論されたコン セプトに合致していると 考えます。この「新 た

な文化施設」が この総合長期計画を実現 する上で必要不可欠なも の

であると言えます。

ま た、 同計 画案 の基 本姿 勢と なる 「あ そぼ うよ 青梅 」、 遊 びは 文

化の基本であり、この 姿勢について「 新たな文化施設」の方向性 が

合致していると考え ます。

３ 「新 たな文化施設 」の施設形態 （ハード）だけでなく、その前提となる使わ

れ方 （機能 ・運営 ：ソフト）

「新た な文 化施設 」につ いて 、単 にホー ル機能 や規 模等を 考慮 す

るのではなく、建設後の機能や運用につ いても検討の範囲として い

ます。

計画名称 位置付け

第６次青梅市総合長期総合計画

機能集積の促進として、国等の官

公庁施設の集約化に努めるととも

に、市民ホールの検討を進めるな

ど、利活用によるまちの活性化に

取り組みます。

青梅市公共施設等総合管理計画

再編モデルＢ「新市民ホール等複

合施設（仮称）の整備」として位

置付け。

青梅市中心市街地活性化基本計画

東青梅南口にある市の諸事業予定

地において、新市民ホールの他、

官庁機能を集約化した複合施設を

整備することで、にぎわいの創出

を図る。
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Ⅲ 付帯提案

次章より「新 たな文化施設」に関する具 体的な検討報告に入りま す

が、ホールの検討を行う 議論の中で、この「新たな文 化施設」が市 の

まちづくり にもたらす影響や「青梅の 文化」を振興する上での役割 等

の様々な意 見が出ました。

ホ ー ル の 機 能 等 の 前 に 取 り 巻 く 環 境 と し て の 提 案 を 付 帯 提 案 と し

ています。

１ 目指すべき文化のあり方

「 新 た な 文 化 施 設 」 が よ り 良 い も のと な る た め 、「 青 梅 の 文 化 」 の あ

り方（位置付け）を明らかにし 、文化施策 の向かうべき方向や考え 方

などの明文化し た条例やビジョ ン等の策定を 提案します。

2 市組織における文化振興を担当する部署の設立

現 在 青 梅 市 に は 教 育 委 員 会 内 に 文 化 課 と い っ た セ ク シ ョ ン が あ り

ますが、所管とし ては文化財や芸術品とい ったモノを基本としてい ま

す。

また、文化交 流センターの所管は社会 教育課となり、文化を担当 す

る部署が複 数化また、内容によっては空洞 化している現状が見受け ら

れます。

この「新た な文化施設」や既存の文化交流 センターを含め、青梅 市

において文 化を振興する 上での明確な担当 部署の設立を提案し ます。

3 今後の基本計画策定における市民参画

今 後 、「 新た な 文 化 施 設」 の 建 設 に 向 け て 、 具 体 的 な 内 容 を 基 本 計

画 に て 策 定 が 予 定 され て い ま すが 、「 新た な 施 設 」 が 様 々 な 市 民 に 愛

され、利用さ れるためにも、基本計画策定 の段階から利用者である 市

民、団体有識者等、また、現在「ホール」等を利用していない市民 か

ら も の 意 見 を 広 く 聴 取 し 基 本 計 画 の 策 定 に つ な げ る こ と を 提 案 し ま

す。

4 コスト

懇 談 会 で は 明 確 な コ ス ト 分 析 ま で は 議 論 と な って い ま せ ん が 、「 新

たな文化施 設」が長期間にわたって存 在し続けるためには、施設の 建

設コストの みならず、運用コストを検 討する必要があります。懇談 会

の中では受 益者負担の仕組みや、運営によ るランニングコストの捻 出

などの意見 が出ました。
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第１章 「新たな文化施設」に求められるもの（コンセプト）

青梅 市の 今後 のま ちづ くり の基 本理 念や 基本 方向 、青 梅な ら では の

伝統文化の継承や、新たな 芸術文化の継承、誰もがつ ながる地域づくり、

そして豊かな自然と都市 機能の調和を踏まえた、新たな青梅のシンボ ル

となる文化・交流拠点の コンセプトとして以下に 表します。

Ⅰ 旧市民会館に代わる施設 （ホール機能 ）

青梅市 民会館は昭和 41 年に設立され 、市民など の利用や自主事業、

文 化 祭 の 会場 と し て 平 成 28 年度 ま で 利 用 され て い ま した 。 ホ ー ル 客

席 数 は 585 席 と 建 設 当 時 の 人 口 規 模 が 61,000 人 程 度 に 対 す る 市 民 ホ

ー ルであり、現在 の人口規模で全市を対象 とした施設としては不十 分

と も考えられますが、中規模ホール としての活用幅がありま した。こ

の 活用の幅については、多く の市民のほか、専門人材に恵まれ、施 設

と ともに人にも支えられた 施設でありました。

このように市民会館 のホールでは文化活動の 鑑賞、発表 、体験な ど

多 くの市民に親しまれた施 設であり、青梅 の文化活動の拠点であっ た

言 えます。

「新たな文化施設」についても市民会館 同様に青梅の文化の拠点 と

なるとともに、多くの 市民に親しまれ るものである必要があ ります。

また、市民会館に 代わる機能だけでなく、これからの時代の文化 的

ニーズにも応えられる 青梅の文化活動の拠点と して、青梅に伝わる 伝

統 や 産 業 等 を 組 み 合 わ せ た 新 た な 文 化 の 創 出 に つ な が る 拠 点 と な る

必要があります。

Ⅱ まちの新しい中心施設 （青梅駅周辺と河辺駅周辺の交流の場 ）

市 の 計 画 等 に お い て 、 青 梅 駅 周 辺 は 、「 古 く か ら の 商 店 街 や 街 な み

が存在し、地 区内はもとより、周辺部にも 寺社や美術館などの史跡 や

文化的施設 が点在しており、さらに大規模 な永山公園や釜の淵緑地 な

どのレクリ エーション施設も立地し ています。また、歴史を伝える 青

梅大祭やだ るま市などのイベントも 開催されています。」としており、

同 様 に 東 青 梅 駅 周 辺は 、「 市 域 の 東 西 ・南 北 を 結 ぶ 道 路 の 結 節 点 で あ

り、公共施設が集積 しています。」となっていま す。また、河辺駅周 辺

については「土地 区画整理事業により基盤 整備が完了した地域であ り、

東部の産業 集積地に近接しています 。」としており、懇談会で も、「 新
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たな文化施 設」建 設予定地が青梅駅周辺と して古くからの歴史文化 と

河辺駅以東 の新たな居住地との接合 点となり、また、市役所等の行 政

機能と接し ていることから、賑わいや交流 を生む場として期待があ り

ます。

また、単に地域間での 交流にとどまらず、世代を超えた交流を促 す

ような施設 である必要があります。

そのため、単にホール 機能にとどまらず、ホールを利用する人も し

ない人も、人々が集まり 、交流するこ とができる「市 民の広場」と し

ての都市的 機能が必要となります。

Ⅲ 「美しい山と渓谷に抱かれ、東京に暮らす 青梅 」を体現

青梅の一番 の魅力と言っても過言で はない、自然を取り入れるこ と

により、「新たな 文化施設」をより魅力的 なものになると考えます 。

また、歴史や伝統を取り入れる ことにより、スト ーリー性を持たせ、

ホール等の 施設利用者以外からも利 用され、愛される施設となりま す。

具体的には 青梅産等の木材を全面的 に利用し、温かみのあるものに す

る。このよう に前述で述べた地域との 交流、世代を超えた交流と自 然

との交流を 取り入れることが重要と 考えます。

建 設 予 定 地 と な る 東 青 梅 １ 丁 目 地 内 諸 事 業 用 地 は 景 観 も 優 れ 、 青

梅・奥多 摩の山並みが 展望できるため、この 立地条件を利用し、屋 上

等に展望ス ペースなどを設けること 等が挙げられます。このように 現

在 策 定 が 進 め ら れ てい る 「 第 ７次 青 梅 市 総 合 長 期 計 画 （ 案 ）」 の 基 本

理念である「 美しい山と渓谷に抱かれ 東京に暮らす 青梅」を体現 す

るランドマ ークとなり得るものにな ると考えます。さらに、青梅以 西

への観光や レジャー等に訪れる人に 対しても訴求できるよう になり、

より一層の 賑わい創出にも貢献でき ます。
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第２章 「新たな文化施設」の機能・形態

Ⅰ ホールに求められる機能 ・形態

1 利用のされ方 （ニーズ）からのホール規模等

ホール に対するニーズとしては 従前より、市内小中学生の音楽 鑑

賞教室を開催するに あたり、１学年 1,000 人 程度から約 1,000 席 を

一つの基準となって いました。この音楽鑑 賞教室は現状として、福

生 市 の 市 民 会 館 を 借 用 し 、 1 学 年 を 2 分 割 し 、 2 部 制 で 実 施 し て い

ます。

発表・体験・鑑賞の観点から発表に関 しては市内の文化団体や 市

民主催者、学校等の 利用が主たるものである と考えられます。

体験に関しては上 記の音楽鑑賞教室を 2 部制で実施することを 想

定に 500 席 程度、鑑賞に関しては興行と して演奏家等を招く場合 で

あれば、採算性 から全国的に見ても最低 1,500 席 以上は必要とな り、

ここに関しては興行 をベースに考えないもの とします。

また、今後の 人口減少等による影響等 も加味する必要がありま す。

よ っ て 、 規 模 お よ び 席 数 に つ い て は 上 記 内 容 に よ り 500～ 600 席

程度とする 中規模ホールが望ましい と考えます。むしろ席数より も、

専門的な文化団体の 利用にも耐えられるよう 、音響や、舞台の機 能

等の特質性が重要と なり、例えば音響に特 化することで、閑散期 に

録音スタジオ等での 貸出も可能となり、稼働率の上昇にも寄与す る

ことが考えられます 。

なお、ホー ルの形態については、従前より、固定椅子式のひな 壇

型とロールバック等（茅野市民館のよう に客席機構のみならず台 座

までの稼働含む）の機構をもった多目 的型（平 土間型）が考えら れ

ます。使用 用途としては、ゆったり、また、安定し た座席として 鑑

賞等が行え ることが主目的であり 、今回 の懇談会ではコスト分析 に

は至りませんが、この主目的を効率的に 達成できるものが必要と な

ります。

2 必要なホール付帯機能

ホ ー ル 機 能 を 有 効 活 用 す る こ と と 利 用 者 の 利 便 性 等 を 配 慮 し す

ると付帯機能として 以下のものが挙げられま す。

まずは、十分な 広さの舞台が必要であり ます。市民会館では舞 台

の構造上、活 用方法が限られておりま した。ま た、舞台袖につい て
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も十分は広さが確保 できておらず、上座、下座での移動がロービ ー

を通らないと行き来 できない等の問題があっ たため、それらを含 め

た舞台が必要と考え ます。ま た、観客席からの視覚 的な配慮を十 分

に行った舞 台袖や機材等の搬入経路 など駐車場ス ペース等、外部 か

らの経路についても 配慮する必要があります 。

また、楽屋 の整備やリハ ーサル等を行え るスペースについても 付

帯機能として必要と なります。

Ⅱ 交流施設として求められる機能 ・設備

1 多様な市民の利用 ・交流

前述の とおり、ホールを利用す る市民以外も「新たな文 化施設」

を利用し、様々市民 が利用するための交流の 機能が求められます。

多 様 な 目 的 に 資 す る た め の 建 物 の 内 外 問 わ ず 多 目 的 な ス ペ ー ス を

有することにより、文化活動を以外での 目的にも対応することが 必

要となります。ま た、市民 の広場をコンセプトに目 的を持たない 人

も集まれる ような仕組みが必要とな ります。

2 中規模ホールと多目的ホールの併設

協議を 重ねる中で、従前の福祉センタ ーが持ち合わせてきた機 能

と文化交流センター との関係を配慮するとと もに、前段の多様な 市

民の利用を目指すた めには、中規模ホール のほかに、多目的な平 土

間ホールの 併設を提案します。

多目的ホールでは 福祉センターの機能であ る会議室、バンケッ ト

としての機能のほか 、中規模ホールとの 併設によるリハーサル等 に

活用できるなど、活用 の幅が広がり、稼働率の向 上も見込まれます。

こ の 多 目 的 ホ ー ル に つ い て は 活 用 の 幅 を 広 げ る た め に 飲 食 を 可 能

と し て 規 模 は 200 人 程 度 が 収 容 可 能 な も の が 望 ま し い と 提 案 し ま

す。

3 屋外でのイベントスペース

前述のコンセプト において「市民の広場」となるため、目的を 持

っ た 人 も 持 た な い 人 も す べ て の 市 民 が 気 軽 に 利 用 で き る 施 設 と な

るため、事業用地のスペースに もよりますが、屋外 のイベントス ペ

ースを設けると更な る賑わいと施設利用の幅 が広がると考えます。
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Ⅲ 自然との調和 ・まちのランドマークとなる外観

1 コンセプトを取り入れた市民に愛される外観

国内の ホールは主に 2～ 30 年 を節目に その時々の社会情勢や財 政

事情により建て替え や廃止が行われておりま す。しかし、ヨーロ ッ

パをはじめ諸外国の ホールではその機能だけ ではなく、まちのラ ン

ドマークとして１０ ０年以上、存在し続けて る施設もあります。

この「新たな文 化施設」についてもまちのラ ンドマークとして 市

民に愛され存在し続 けるような外観が必要と なります。

2 自然と調和し、市の魅力を体現

青梅市 の最大の魅力は、やはり東京都内であり ながら、豊かな 自

然があり、また、都市部との双方を 有しております。「新たな文化 施

設」建設予定地と なる東青梅駅周辺は、前述の通り青梅駅周辺に か

けて、まさにこの自 然と都市部の調和を図る ゾーンとも言えます。

加えて、建設予定地 は山々を展望できる見事 な展望を有しており、

高いポテンシャルを 活かすためにも、木を全面に活 用した青梅ら し

い形態をとることに より、第１章Ⅲで言う、青梅の歴史（林業）と

してのストーリー生 を体現でき、観光やレ ジャーなど、外部から の

賑わいにもつながり ます。



10

第３章 「新たな文化施設」の運営

Ⅰ 事業の展開 ・利用のしやすさ

1 市民 （市内団体 ）の利用が中心

中規模 ホールとして、興行などは原則、ターゲットとして考慮 せ

ず市民の活動、発表 の場としての運営を中心 に考えます。

2 本物の芸術文化に触れる機会の創出

上記、市民の発表の場 であるとともに、市民の情操を育むため に

も「本物の芸 術文化」に触れることができる環 境が必要です。そ の

ためにも、規模で はなく、環境について は一定程度の整った環境 が

必要となります。

3 利用のしやすさ

利用に 関する予約の方法や利用 を支える人材などについ ては、そ

の 後 の 利 用 率 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す た め 、 予 約 の し や す さ や 、 音

響・照明のサポ ートなど多くの方が利用 しやすい環境整備が重要 と

なります。

また、ハード面に直結します が、事業 用地の立地条件は駅から 徒

歩数分圏内であり、非 常にアクセスは良い、一方、青梅市の特性 か

ら車を利用される方 が多く、施設全体で の駐車場についても十分 な

台数の確保と、トイレの設置など細かな 配慮が望ましいと考えま す。

4 市内各所への発信

既設の 文化交流センターや、地域の拠 点となる市民センターと 連

携し、市民等に 対して文化を発信できる ような機能を有すること に

より、事業の展開等 につながると考えます。

Ⅱ 運営組織と人材

1 運用組織

文 化 交 流 セ ン タ ー は 市 民 コ ー デ ィ ネ ー タ ー が 中 心 と な っ て 幅 広

い市民の交流の場（ あそび場）として成功し ています。

「新たな文化施設 」についても、こう した市民の活力は欠かせ な

い 一 方 で 、 中 規 模 ホ ー ル を 活 か し た 多 様 な 事 業 を 展 開 す る た め の

「専門人材」も欠か せません。
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このように、市民活力と専門人材を 組み合わせた「運営組織」が

必要となります。

運営組織により、専門見地からの相 談・アド バイス・広報等の 支

援が稼働率の向上に も寄与するものと考えま す。

2 幅広い連携

前述の 「運営組織」をはじめ、 幅広い市民の参加、若者 の参加、

課題となっている広 域連携、市内外の学 校施設等との連携などの 仕

組みづくりが必要と なり、一過性のもの とならない持続可能な体 制

づくりが必要と考え ます。
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参考資料

Ⅰ 青梅市市民ホールに関する懇談会設置要綱

１ 設置

東 青 梅 １ 丁 目 地 内 諸 事 業 用 地 等 の 利 活 用 に お け る 主 要 な 施 設 の 一

つである市 民ホール（以下「市民ホール」という。）に関する事項 の

検討に当た り、市民、利用者、有識者等の 意見を幅広く取り入れる こ

とを目的と して、市民ホールに関する懇 談会（以下「懇談会」という 。）

を設置する 。

２ 所掌事項

懇談会は、次に掲げ る事項について、必要な 意見交換等を行う。

(1) 市 民ホールの機能 や形態に関すること。

(2) そ の他市民ホール に関すること。

３ 組織

懇談会は 、次に掲げ る者につき、青梅市長（以下「市 長」という 。）

が委嘱する 委員１３人をもって組織 する。

(1) 文 化・芸術に造詣 の深い有識者 ４人

(2) 青 梅市文化団体連 盟から選出された者 １ 人

(3) 青 梅市文化交流セ ンター生涯学習コーディ ネーター １人

(4) 青 梅商工会議所か ら選出された者 １人

(5) 市 民代表 ６人

４ 会長および副会長

(1) 懇 談会に会長およ び副会長を置く。

(2) 会 長および副会長 は、委員が互選する。

(3) 会 長は、懇談会を 代表し、会務を総理する 。

(4) 副 会長 は、会長を補佐し、会長に事 故があるときは、そ の職務を代理す

る。

５ 会議

懇談会の会議は、必 要に応じて会長が招集し 、会長が議長となる。

６ 意見の聴取等

会長は、懇談 会の運営上必要があると 認めるときは、委員以外の 者

の 出 席 を 求 め て 意 見 を 聴 き 、 ま た は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き

る。

７ 報告

会長は、懇談会 の経過および意見等をと りまとめた結果を市長に 報



13

告する。

８ 任期

委員の任期は、委嘱の日から前項の規定 による結果の報告のあっ た

日までとし、補欠委員 の任期は前任者の残任期 間とする。

９ 庶務

懇談会の庶務は、企 画政策担当課において処 理する。

10 その他

この要綱に 定めるもののほか、懇談 会の運営に関し必要な事 項は、

懇談会が定 める。

11 実施期日等

この要綱は、令和２年６月２３日か ら実施し、第７項の規定による結 果

の報告のあった日の翌日 をもって廃止する。

Ⅱ 青梅市市民ホールに関する懇談会委員名簿

選出区分 氏名 備考

第 １号

伊藤 裕夫
日本文化政策学会顧問 （前会長 ）
神奈川県文化芸術振興審議会会長

松井憲太郎
元富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ 館長
木更津市市民会館検討委員

山本 康友
東京都立大学 客員教授
創価大学 学士課程教育機構 客員教授

米田 正彦
明星大学 建築学部建設学科 教授
一級建築士 、構造設計一級建築士

第 ２号 橋本 研 青梅市合唱連盟会長

第 ３号 森本真也子 子どもと文化全国フォーラム代表理事

第 ４号 小澤順一郎 青梅商工会議所 会頭

第 ５号

久我 匠 公募市民

島﨑 友子 公募市民
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※敬称略 ◎：会長 〇 ：副会長
※設置第３項の区分は次 のとおり。

第１号 文化・芸術に 造詣の深い有識者
第２号 青梅市文化団 体連盟から選出された者
第３号 青梅市文化交 流センター生涯学習コー ディネーター
第４号 青梅商工会議 所から選出された者
第５号 無作為抽出に よる市民代表

Ⅲ 青梅市市民ホールに関する懇談会開催経緯

須田 和男 公募市民

根岸 美英 公募市民

岩永 英文 公募市民

森田 美子 公募市民

回 開催日 懇談内容

第 １回 令和 ３年

４月 28 日

・懇談会設置目的等の経緯および計画等の説明

・ホールに関する意見交換

第 ２回 令和 ３年

７月 19 日

・近 隣 ホールの設 置 状 況 および市 内 施 設 の稼 働

率の説明

・ホールに関する協議

第 ３回 令和 ３年

１１月 １１日

・近隣 ホールおよび市内施設の稼働率説明

・委員が考える市民ホールについてプレゼン形式 に

て発表

第 ４回 令和 ４年

５月 ２６日

・前 回 までの意見 をカテゴリー別 に分類 し主 にコン

セプトについて協議

第 ５回 令和 ４年

７月 １日

・ワークショップ形式にて実施

・青梅の文化について

・施設の運営等について

第 ６回 令和 ４年

８月 ２２日

・報告書の骨子案について

第 ７回 令和 ４年

１０月 5 日

・報告書案について
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Ⅳ 懇談会での主な意見

別紙「懇談会意見一 覧」


